
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2025 

愛媛労働  

毎月 15 日に愛媛県内の労働に関する情報をお届けしています。 
(15 日が土日祝日の場合は、前営業日となります。) 

～役立つ愛媛の労働情報～ 

令和７年 4 月号 
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資金使途は、離職によって、本人又は離職者が

扶養する者の生活に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○ 限度額／１００万円（離職者一人につき） 

○  保証／保証機関の保証及び連帯保証人１名が

必要です。 

○  必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他審

査に必要な書類 

 

 

資金使途は、本人又は休業者が扶養する者の生活

に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○  限度額／１００万円（休業者一人につき） 

○  保証／保証機関 

○ 必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他

審査に必要な書類 

 

       

 

 

 

≪概要≫ 

離職されて求職活動を行っている方、または休業中の勤労者の生
活安定に資することを目的とした融資制度です。 

 

≪お申込み可能な方≫ 
離職後、求職活動を行っている方、または、休業中の方で、かつ、以

下の全てに該当する勤労者が対象です。 
 
〇 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き

1年以上であること。 
〇 原則として、18歳以上 65歳以下であること。 
（離職者の方） 

・ 離職前において、原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務してい

たこと。 

・ 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持してい

たこと。 

・ 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと。 

（休業者の方） 

・ 原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務していること。 

・ 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと。 
 

 

 

 

離職者等緊急生活資金のご案内 

離職者緊急生活資金 休業中の緊急生活資金 



   

 

 

 

○ 住  所：松山市湊町 5 丁目 1 番地 1 

いよてつ高島屋南館 3 階 

○ 利用時間：10 時～18 時（月～土曜日） 

○ 電  話：089-948-2832 

○ E-mai l：sp-station@lagoon.ocn.ne.jp 

○ H P：http://www.i-esapo.jp/ 
 
※南予地域（宇和島市・八幡浜市・大洲市）で

は出張相談会を実施（10 時～16 時） 

 

 

 

○ 住  所：新居浜市繁本町 8-65 

（新居浜市市民文化センター内） 

○ 利用時間：10 時～18 時（月～金曜日） 

○ 電  話：0897-32-2181 

○ E-mai l：toyo-sp@mxi.netwave.or.jp 

○ H P：http://www.i-tsapo.jp/ 
 
※今治市・西条市・四国中央市では出張相談会を

実施（13 時～17 時） 

 

 

愛媛県では、ニートと呼ばれる若者及び就職氷河期世代の

職業的自立を支援する窓口として、 

○ えひめ若者サポートステーション（えひめサポステ） 

○ 東予若者サポートステーション（東予サポステ） 

を設置しています。まずは一歩、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 
 
【支援対象】 

15 歳～49 歳で仕事に就いておらず、家事も通学もしていない方及びその保護者等 
【支援内容】 

⚫ 個別相談・グループカウンセリング（相談員、臨床心理士によるものなど） 

⚫ 職業ふれあい事業（職場見学、社会見学、ボランティア活動など） 

⚫ ジョブトレーニング（ジョブトレーナー付き添いによる職場体験など） 

⚫ ワークショップ、セミナー（パソコン個別指導、ボイストレーニンクなど） 

⚫ 保護者セミナー（親子ふれあい心理講座、わかりやすい交流分析など） 

⚫ 職場体験・職場チャレンジ事業（短期(3 日程度)の職場体験、1 か月の職場訓練など）  

【設置場所など】 

 

地域若者サポートステーションのご紹介 

えひめ若者サポートステーション 東予若者サポートステーション 

http://www.i-esapo.jp/
http://www.i-tsapo.jp/


 

 

 

労働問題でお悩みの方は、中小企業労働相談所をご利用ください。 

 各中小企業労働相談所では、相談員が相談をお受けするほか、関係機関への紹介等も行っ

ています。（労働者の方、使用者の方、どちらの相談にも応じます） 

また、中予地方局に設置している松山中小企業労働相談所では、毎月２回（原則、第一・

第三金曜日の１０時から１５時）労働問題の専門家である社会保険労務士による相談も実

施しています。 

いずれも相談料は無料で、秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。 

電話での相談もお受けしています。 

 

【愛媛県中小企業労働相談所】 

 

相談所 所在地 受付時間 電話番号 

西条中小企業労働相談所 

（東予地方局商工観光課内) 

〒793-0042 

西条市喜多川 796-1 

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0897-56-1300

（内線 46２） 

今治中小企業労働相談所 

（東予地方局今治支局商工観光室内） 

〒794-8502 

今治市旭町 1-4-9 

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0898-23-2500

（内線 229） 

松山中小企業労働相談所 

（中予地方局商工観光課内） 

〒790-8502 

松山市北持田町 132  

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

089-909-8760

（直通） 

宇和島中小企業労働相談所 

（南予地方局商工観光課内） 

〒798-8511 

宇和島市天神町 7-1  

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0895-28-6146

（直通） 

八幡浜中小企業労働相談所 

（南予地方局八幡浜支局商工観光室内） 

〒796-0048 

八幡浜市北浜 1-3-37 

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0894-22-4111

（内線 234） 

中小企業労働相談所のご利用について 

 

tel:0897561300
tel:0897561300
tel:0898232500
tel:0898232500
tel:0899098760
tel:0899098760
tel:0895286146
tel:0895286146
tel:0894224111
tel:0894224111


愛媛県では、物価・資源価格の高騰が続く中、生産性向上と賃上げに
取り組む中小企業等を支援するため、国の業務改善助成金の上乗せ
補助や同助成金の申請手続等に要した社会保険労務士等への報酬
費用補助を実施します。

令和6年度 中小企業賃上げ応援事業

後押し！賃 上 げ賃 上 げ
応援金で中小企業の

えひめ業務改善応援金の概要

②社会保険労務士等
への報酬費用補助

①国の業務改善助成金の上乗せ補助

国の業務改善助成金の申請手続等のために
社会保険労務士又は社会保険労務士法人に支払った

国の業務改善助成金
（愛媛労働局）

業務改善応援金
（愛媛県）

※国の業務改善助成金の内容に変更が生じた
　場合、事業内容が変更となる場合があります。
　最新情報は県ホームページ
　でご確認ください。

※国の業務改善助成金に
　ついては、こちら（厚生
　労働省ホームページ）を
　ご確認ください。

※②のみの申請はできません。
1/2報酬費用の　　　　を補助（上限額：５万円）

＋
生産性向上に
資する

設備投資等

国の助成額の

1/10を補助事業場内最低賃金を
30円以上引上げ

賃上げ

〔　　　　　　〕

設備投資等の費用の
一部を助成

TEL.089-912-2501申　請
お問い合わせ先

愛媛県労政雇用課
受付時間／8：30～17：15
（土日祝日は除く）

詳しくは、裏面
又は、愛媛県HPをチェック

えひめ　業務改善　応援金 検索
E-mail　rouseikoyou@pref.ehime.lg.jp
〒790-8570　愛媛県松山市一番町四丁目4番地２

※予算の範囲内で実施するため、申請期限前に受付を終了させていただく場合があります。

必着申請期限　令和７年5月30日（金）
延 長

　しました
！延 長

　しました
！



必着申請期限　令和７年5月30日（金）
※予算の範囲内で実施するため、申請
　期限前に受付を終了させていただく
　場合があります。

□交付申請書兼請求書（様式第１号）

□愛媛労働局から交付された国の業務改善助成金の交付決定通知書の写し

□愛媛労働局に提出した国の業務改善助成金の事業実績報告書（「国庫補助金精算書」「事業実施結果報告」を含む）の写し

□愛媛労働局から交付された国の業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知書の写し

□応援金の振込口座の預金通帳の写し（金融機関名、店番号、口座の種類、口座名義カナの記載されているページ）

対象者

申請方法

①郵送 ②電子申請（手のひら県庁）
えひめ業務改善応援金交付申請書兼請求書に
必要書類を添えて「愛媛県労政雇用課」まで郵送
してください。（送料は申請者負担となります。）
※持参による提出は受付いたしかねますのでご注意くだ
　さい。

えひめ電子申請システム（手のひら県庁）の入力
フォームに必要事項を入力いただき、必要書類の
電子ファイルを添付の上、申請してください。

【送付先】

令和6年7月10日から令和7年1月31日までの間に愛媛労働
局に業務改善助成金の申請を行い、令和7年4月30日までに
交付額確定及び支給決定通知を受けている中小企業・小規模
事業者（個人事業主を含む）。

補助率

応援金支給までの流れ

※提出のあった書類で交付要件を満たしていることが確認できない場合など、追加書類の提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

社会保険労務士等への報酬費用補助も申請する場合は、以下の書類を併せて提出してください。

□社会保険労務士等の報酬費用の領収書等の写し ※領収書等で報酬費用の内容が確認できない場合は、内容が
　確認できる書類を併せて添付してください。

申請に必要な書類

愛媛県労政雇用課　雇用対策グループ

手のひら県庁のトップページから

　　　　　　　　　　　　　　で検索

又は右の二次元コードからアクセス

えひめ業務改善応援事業

国の業務改善助成金の

（一律）1/10支給決定額の

〒790-8570
愛媛県松山市一番町四丁目4番地２

▶ ▶ ▶ ▶
▶▶▶▶▶

▶ ▶
▶

業務改善助成金（申請先：愛媛労働局） 業務改善応援金（申請先：愛媛県）
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 入校選考料：2,200円 

 入 校 料：5,650円     ※金額は改定になる場合があります。 

 授 業 料：月額 9,900円    （作業着・教科書・工具等については、自己負担が必要です。） 

 寄宿舎料：光熱水費の実費相当額（新居浜産業技術専門校のみ寄宿舎利用可） 

※ 宇和島校の経費については、無料です。 

※ 詳細については、各産業技術専門校にお気軽にお問合せください。 

県立産業技術専門校 入校生の募集について 

県立産業技術専門校では、就職のために必要となる専門的な知識や技能を習得する職業訓練を行っています。進路、就職にお

悩みの方に、ぜひ御応募いただきますよう御案内をお願いします。 

 

概要 

 

■普通課程 

産業技術専門校 訓練科目 定員(人) 期間 募集人数(人) 

新居浜産業技術専門校 

〒792-0060 新居浜市大生院1233-2 

℡（0897）43-4123 

メカトロニクス科 10 2年 5 

自動車整備科 15 2年  

メタル技術科 15 2年 13 

愛媛中央産業技術専門校 

〒799-1534 今治市桜井団地4-1-1 

℡（0898）48-0525 

今治タオルものづくり科 10 2年 10 

服飾モード科 10 2年 8 

ビジネスデザイン科 15 1年 1 

設備エンジニア科 10 2年 4 

 ※募集人数は令和７年４月４日時点のため、変動することがあります。 

■短期課程 

産業技術専門校 訓 練 科 目 定員(人) 期間 

宇和島産業技術専門校 

〒798-0027 宇和島市柿原甲1712 

℡（0895）22-3410 

住まいづくり木工科 15 10か月 

アパレルビジネス科 10 10か月 

※ 例年、選考試験を複数回実施しており、定員に空きがある場合は、随時、入校生を追加募集することがありま

す。募集科目や応募手続など詳細については、各産業技術専門校にお気軽にお問い合わせください。 

※ 入校ガイド・入校願書の様式は県ホームページに掲載しているほか、産業技術専門校又はハローワークで配布

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

科目一覧 

訓練を受講するに当たって必要となる経費（普通課程のみ） 

 高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有する方 

  ※訓練科目・定員などは変更になる場合がありますので、事前に確認してください。 

応募資格 
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万円

年間助成
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⽇��⽣�援�構の�⼀種・�⼆種奨�金の貸�を受けている�

⼤��、⼤�、�期⼤�、�等専⾨��、専���に在籍する�
 �は��者で���業への��を希�する�（申�時点で���業に�⽤されている�を�く）

�のア�はイのいずれかの�件を�たす�
 ア 情�処理��構が�めるITスキル標�レベル2�上の情�処理技�者��に��している�
 イ ��までに情�処理���構が�めるITスキル標�レベル2�上の情�処理技�者��の��を⽬指す�

以下の３つすべてに該当する方��者

愛� IT奨�金

��はこちら

ＩＴ系の就職を⽬指している学⽣・求職者のみなさん

�援�援
奨�金 奨�金 

します�します�

のの���� をを

３つすべてに�当したらまずは申�しよう��３つすべてに�当したらまずは申�しよう��

IT�材の�内�業への��・��を促�するため、
あらかじめ�の��を受けた�⽣や��者が、�制
度に��した�内�業に��し、��して�業した
場�に、愛��と���業が共同で奨�金の��を
助成するものです。

089-912-2506 sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp https://www.pref.ehime.jp/page/5701.html

愛����労働��業�援局�業�材�
〒790-8507 愛�����⼀���丁⽬４�地２

�
問
�
�



��申� ��活動 ���業へ��
��して�業 �付申� 助成

089-912-2506 sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp https://www.pref.ehime.jp/page/5701.html

愛����労働��業�援局�業�材�
〒790-8507 愛�����⼀���丁⽬４�地２

�
問
�
�

愛� IT奨�金

※��活動�（内��得�）に����に��した場�で、内�先�業（���業）の了�を得られた場�は、��活動�に申�を
⾏っても�し�えありません。（ただし、��前（��前）に申�を⾏う必�があります）

���業

助成までの流れ助成までの流れ

愛��中��業�材�保のための奨�金���援制度（IT�材�保枠）愛��中��業�材�保のための奨�金���援制度（IT�材�保枠）

���業は�時��されますので、
��の状況は�のホームページにてご��ください。

制度の��
IT�材の�内�業への��・��を促�するため、あらかじめ�の��を受けた�⽣や��者が、�制度に
��した�内�業に��し、��して�業した場�に、愛��と���業が共同で奨�金の��を助成するも
のです。
助成金�は、１年間（１０⽉�〜�９⽉�）の奨�金���の4/5�は２０.１６万円のいずれか�い�とし、
��７年間助成します。（�⼤１４１．１万円）
助成�は、�則として⽇��⽣�構に��います。（��期間が�くなります）。

応募待
ってるよ！



「ＩＴＰＬＡＣＥえひめ」は、愛媛県の優れた技術を持つＩＴ

企業の情報や、県が実施するデジタル人材確保・育成に関する取組み
を総合的に発信するポータルサイトです

「IT PLACE えひめ」の特徴

☞県内ＩＴ企業の情報を集約した県内初のサイト！「エリア」や「職種」から企業を
検索することができる機能を搭載！

☞愛媛県の公式求人・移住情報サイト「あのこの愛媛」と連携し、求人情報へのアク
セスが可能！

☞愛媛県にＵターン・ＩターンしたＩＴ人材へのインタビュー記事や、愛媛の暮らし
やすさに関する指標を掲載！

☞「ＤＸ実行プラン」や愛媛県が実施するデジタル人材の育成確保に関する補助制度
やセミナー等の取組みを発信！

お問い合わせ先

ＩＴ人材向け

ＩＴ企業向け

愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課（松山市一番町四丁目４番地２）
TEL：089-912-2506 E-mail：sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp

☆「IT PLACE えひめ」URL https://it-place-ehime.jp/

掲載希望企業、随時募集中！



求人のこんなことにお困りではないですか？
　　応募がない…　
　　掲載にお金をかけたくない…
　　応募者管理が大変…

３つのメリット

年間アクセス２０万件以上!!

求人のお困りごとはこれで解決！

事業者の方
必見情報！

愛媛県からのお知らせ

愛媛県 公式 求人・移住総合情報サイト

・・

メリット１

メリット２

メリット３

登録→採用まで費用は 無料

県公式サイトで 安心

登録から求人掲載まで 簡単

    登録はコチラから



Po
int💡
令和５年度　約　 　 　　人7200

　求人掲載まではたったの３ステップ

操作にお困りのときは、サービスカウンターにご連絡ください！

「あのこの愛媛」は県内の求人情報を全国に届けます！

年間アクセス数
２０８,６１１

県外からのアクセス数は約　　割！７Po
int💡

が愛媛県に移住しています

県外からの人材を獲得する機会が

あのこの愛媛にはあります！

愛媛
28.1%

その他
36.1%

大阪
11.8%

東京
24.0%

Step1 あのこの愛媛から利用申請
ＵＲＬまたは二次元コードからアクセス!
https://ano-kono.ehime.jp/st/register

もしくは あのこの愛媛 で検索
事務局で事業者登録後、アカウントを発行します。

Step2
管理画面にログイン
初回ログインに関するメールが届きますので

案内に従ってログインしてください。
Step3

求人情報を作成し、情報を公開
求人情報の編集や公開/非公開の切替えは、

管理画面からいつでも変更可能です。

求人に応募があったら
そして

ご登録のメールアドレスにお知らせメールが届きます。
管理画面で応募者情報を確認し、応募者へご連絡ください。

選考後の採否結果の登録をお願いします。

anokono@hr-s.co.jp https://ano-kono.ehime.jp/st/faq/
問い合わせ
フォーム

令和５年度あのこの愛媛
地域別アクセス数







   

令和６年（不）第１号事件の審査経過について 

 

≪会議関係≫ 
 

○ ３月 14 日 第１３４６回公益委員会議 

「令和６年（不）第２号事件の終結について」など５件 

○ ３月 28 日 第１３４７回公益委員会議 

「地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の認定手続の開始について」など３件 

○ ３月 28 日 第１２４１回愛媛県労働委員会総会 

「令和６年（不）第１号事件について」など９件 
 

≪集団的労使紛争関係≫ 
 
○ 審査事件 

事件番号 業種 申立年月日 
労働組合法 
７条該当号 

申立内容 終結状況 

６年(不) 
第 １ 号 

福祉業 R6.３.21 １,３ 
不利益取扱い是正 
支配介入の禁止 
謝罪文の掲示等 

係属中 

６年(不) 
第 ２ 号 

建設業 R6.６.13 ２ 団体交渉応諾 取下げ 

 
○ 調整事件 

事件番号 業種 
申立年月日 
申 請 者 

区分 
調整
回数 

調整事項 終結状況 

７年調整 
第 １ 号 

福祉業 
R7.1.31 
労働組合 

あっせん １回 
法定休日の明示 
休日出勤手当の遡及支給 

解決 

 
 

≪個別的労使紛争関係≫ 
 
○ あっせん事件 

事件番号 業種 あっせん事項 
申出年月日 
申 出 者 

あっせん 
回 数 

終結状況 

６年個別 
第１号 

医療業 
退職金・解雇予告手
当・慰謝料等の支払い 

Ｒ６.２.28 
労働者 

２回 解決 

６年個別 
第２号 

医療業 
精神的・経済的損失に
対する金銭的補償 

Ｒ６.４.９ 
労働者 

- 不開始 

６年個別 
第３号 

宿泊業 
断続的労働の許可が下
りていない期間の賃金
の引上げ及び再計算 

Ｒ６.６.11 
労働者 

- 不開始 

６年個別 
第４号 

宿泊業 
断続的労働の許可が下
りていない期間の賃金
の引上げ及び再計算 

Ｒ６.６.11 
労働者 

- 不開始 

６年個別 
第５号 

サービス業 
仕事が与えられなかっ
た１か月間の給与補償 

Ｒ６.７.５ 
労働者 

１回 打切り 

７年個別 
第１号 

建設業 
ボーナス一部返還請求
の撤回 

Ｒ７.３.７ 
労働者 

- 不開始 

労働委員会の窓（令和７年３月分） 



 

 
 
○ 労働相談 

  相談者数 相談件数 

３ 月 ３１ ４６ 

累計（４月～） ３０２ ４４９ 

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。 

 

 

 



都道府県労働局・ハローワーク

１ .  給付制限が解除され基本手当を受給できる方 （ 注 ２ ）

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定

日から７日間の待期期間満了後１～３か月間（注１）は基本手当を支給されません（「給付制限」といいます）。

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 ② 公共職業訓練等

③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練 ④ ①～③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

次のいずれかの教育訓練等（令和７年４月１日以降に受講を開始したものに限る）を離職日前１年以内

に受けた方（途中退校は該当しません） または 離職日以後に受けている方

〈離職前１年以内に教育訓練等を受けたことがある場合〉

８/31

離職日

９/15

受給資格
決定日

９/21

雇用保険の被保険者として在職

訓練受講

９/22

待期
（７日）

4/1 7/31

基本手当の
支給対象

離職日 受給資格
決定日

令和７年４月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた（受けている）場合、給付制限が解除され、

基本手当を受給できるようになりました。

給付制限 期間（１～３か月）

待期満了後から給付制限が解除

教育訓練等を受けた方 または 受ける方 は、ハローワークにご相談ください

雇用保険の基本手当（失業給付）を受給される皆さまへ

〈離職日以後に教育訓練を受ける場合〉

８/31 ９/15 ９/21

雇用保険の被保険者として在職

９/22

待期
（７日）

給付制限 期間（１～３か月）
基本手当の
支給対象

受講開始日以降給付制限を受けない

訓練受講

2.  給付制限のイメージ

８/31

離職日

９/15

受給資格
決定日

９/21 ９/22

待期
（７日） 給付制限期間（１～３か月）

基本手当の
支給対象雇用保険の被保険者として在職

〈教育訓練等を受けていない場合〉

令 和 ７ 年 ４ 月 以 降 に 教 育 訓 練 等 を 受 け る 場 合 、

給 付 制 限 が 解 除 さ れ 、 基 本 手 当 を 受 給 で き ま す

裏面もご覧ください

LL070228保01



・ 受給資格決定以降に受講を開始する場合 または 受給資格決定時に受講中の場合

訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による訓練開始日の証明書

・ 受給資格決定日前に訓練を修了している場合

訓練修了日が記載された修了証明書または訓練実施施設による訓練修了日の証明書

教育訓練給付金の申請時にこれらの書類を提出済みの場合は、その旨ご連絡ください。 （注３）

給付制限期間が２か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場

合には、申し出の期限に注意が必要です。

受講開始日が

本申し出についてご不明点がある場合は、お早めにハローワークにご相談ください

３.教育訓練等を受けた（受けている）場合の申し出

受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日（初回認定日以降に受講を開始した

場合は、その受講開始日の直後の認定日）までに申し出る必要があります。

申し出の際の必要書類

失業の認定は４週間ごとに受ける必要があります。本来、給付制限期間中の認定日はありませんが、給付制限

期間中であっても、訓練の受講開始直後の週型と曜日が同一である｢認定日の相当日｣までに訓練受講を申し

出て給付制限を解除し、訓練受講開始日以降、基本手当を受給することができます。

この場合、通常の失業認定と同様、認定日数に応じた職業相談等の求職活動実績が必要です。

受給資格
決定日
（3/19）

待期
（７日）

初回認定日
（４ｰ水）
（4/16）

認定日の相当日

申し出の期限（4ｰ水）

（5/14）

給付制限満了後の
認定日
（4ｰ水）
（6/11）

訓練受講（4/20～）

当 初 の 給 付 制 限 （ 3 / 2 6 ～ 5 / 2 5 ）

① 「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合

受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする必要があります。

② 「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合

「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。

変更後の給付制限（※１）

変 更 後 の 給 付 制 限 （ ※ ２ ）

※１ 5/14までに訓練受講を申し出て、5/14に認定を受けた場合、4/20から基本手当が支給されます。

※２ 5/14までに訓練受講の申し出をしなかった場合、6/11までに訓練受講の申し出をしたとしても、

4/20～5/14の基本手当を受給することはできません。

（例） 週型と曜日が、４ｰ水の場合

（注１） 給付制限は、退職日が令和７年４月１日以降である場合は原則１か月、同年３月31日以前である場合は原則２か月です。ただ

し、退職日から遡って５年間のうちに２回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は３か月

となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇（重責解雇）された場合、給付制限は３か月です。

（注２） 重責解雇された場合は、本取扱いの対象外です。

（注３） 教育訓練給付金の受給手続きをされた場合など、既にハローワーク側で確認事項を把握している場合には、提出を求めない

ことがあります。



2025年４月から
保育所等に入れなかったことを理由とする

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

・都道府県労働局・ハローワーク LL060701保01

育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、１歳６か月に達する日前まで

（再延長で２歳に達する日前まで）支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的とし

て、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行

為です。制度を適切に運用するため、2025年４月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等

の利用申し込みをしていることをハローワークで確認させていただきますので、必ず以下の書類を提出して

いただきますようお願いします。

育児休業を取得中（取得予定）の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ

（裏面へ）

●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

子が１歳に達する日（＊）または１歳６か月に達する日が2025年４月１日以後となる方が、育児休業給
付金の支給対象期間の延長を行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添
付してください。

必要な書類

●市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

●市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知（入所保留通知書、
入所不承諾通知書など）

✓ 申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。利用申し込み
の内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出していただく必要があります。

✓ 申込書の写しは全てのページを提出してください。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留
となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出してください。

✓ 申込書の写しの内容について市区町村に確認する場合があります。

✓ 提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不
正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがあります。

改正のポイント

詳 し い 要 件 は 裏 面 を ご 覧 く だ さ い

これまで

2 0 2 5年
４月から

保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町
村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。

これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のため
に行われたものであると認められることが必要になります。

！

2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用

申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際

は、必ず申込書の写し（電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷

したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの）をとって保管して

おいてください。

＊ パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が１歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。
ただし、育児休業終了予定日が子が１歳２か月に達する日である場合は、１歳２か月に達する日

（注）「子が１歳に達する日」とは「子の１歳の誕生日の前日」のことです。

申告書の様式はこちら



※１～３すべてを満たす必要があります育児休業給付金の支給対象期間延長要件

1. あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

3. 子が１歳に達する日（＊）の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがない
こと

a．申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合（本人または配偶者の勤務先から
の片道の通所時間が30分未満の場合を含みます。）

② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由※なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっ
ていないこと

③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を
していないこと

✓ やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。「やむを得ない理
由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、
内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。

※入所申込書において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわら
ず育児休業の延長を希望する」などの記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合
は、要件を満たしません。

① 原則として子が１歳に達する日（＊）の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしてい
ること。

✓ 入所申込年月日が子が１歳に達する日（＊）までの日付となっていることが必要です。

✓ 子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入
所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な
書類※を添付してください。

2. 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているもので

あると公共職業安定所長が認めること

※「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa～eのいずれかに該当する場合です。

c．自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日（曜日）で
は職場復帰後の勤務時間または勤務日（曜日）に対応できない場合

b. 自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合

d．子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっ
ている場合（医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要です）

※①～③すべてを満たす必要があります

✓ 子が１歳に達する日（＊）の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が
子が１歳に達する日（＊）の翌日の２か月前（４月入所申し込みの場合は３か月前）の日以後の
日付となっている市区町村の通知書※を添付してください。※入所保留通知書や入所不承諾通知書など市区町村

によって名称が異なります。

※障害者手帳（写し）、特別児童扶養手当証書（写し）、医師の診断書等のいずれか

✓ 単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、
「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。

＊ パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が１歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。
ただし、育児休業終了予定日が子が１歳２か月に達する日である場合は、１歳２か月に達する日

e．その他、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、３０分未満で通え
る保育所等がいずれも過去３年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を
受けていた場合も「合理的な理由」として認められます。

（注２）１歳６か月に達する日後の延長の場合は、「子が１歳に達する日（＊）」を「子が１歳６か月
に達する日」と読み替えてください。

（注１）「子が１歳に達する日」とは「子の１歳の誕生日の前日」のことです。
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≪概要≫ 

ポリテクセンター愛媛では、再就職を希望される方を対象に、新
たな技能・技術及び専門知識を身につける職業訓練を実施してお
り、令和７年度７月期生を募集します。 

 

≪募集内容≫ 

○募集科名  「機械ＣＡＤ／ＮＣ科」 

「溶接ものづくり科」 

「電気設備技術科」 

「住宅・福祉リフォーム科」 

「住環境コーディネート科」 

○訓練期間  ６ヵ月（令和７年７月２日～） 

○募集期間  令和７年５月８日～６月２日 

○受講対象者 雇用保険受給資格者などの求職者の方でハローワークの受講指示・

推薦等を受けられる方 

○受講料   無料（教科書、作業服等の自己負担あり） 

 

 

 

ポリテクセンター愛媛 松山市西垣生町２１８４ 

TEL 089-972-0329（訓練課） 

https://www3.jeed.go.jp/ehime/poly/ 

 

 

ポリテクセンター愛媛 ７月期生募集 

お問い合わせ先 

https://www3.jeed.go.jp/ehime/poly/
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